
別添医政局長通知 

 

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 

（平成 15 年 6 月 12 日医政発第 0612004 号厚生労働省医政局長通知。平成 22 年 4 月 14 日

最終改正 関連する部分を抜粋） 

 

 

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準 

５ 臨床研修病院の指定の基準 

(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準 

厚生労働大臣は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指

定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認める

ときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。 

（中略） 

ス 研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。 

  「研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること」とは、

研修医の募集定員が以下の(ｱ)若しくは(ｲ)の数値を超えないか、又は後述の 22に

より都道府県が調整した募集定員であること。 

(ｱ) 研修医の募集を行う年度を起点として当該病院の過去３年間の研修医の受入

実績の最大値。ただし、当該病院からの医師派遣等の実績を勘案し(ｳ)、(ｴ)

に規定する方法により定める数を加算する。（(ｱ)から求められる数値を「Ａ」

とする。以下同じ。） 

(ｲ) 当該病院が所在する都道府県内にある臨床研修病院及び大学病院が希望する

募集定員の合計（当該合計数値を「Ｃ」とする。以下同じ。）が、(ｵ)に規定

する当該都道府県の募集定員の上限（当該上限値を「Ｂ」とする。以下同じ。）

を超える場合は、以下の計算式により算出した値（小数点以下の端数を生じ

た場合は切り上げた値）とする。ただし、病院が希望する募集定員が、Ａを

上回った場合、Ｃを算出する際の当該病院の希望する募集定員をＡの値とす

る。 

 

Ａ ×   

 

(ｳ) (ｱ)において加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の

時点において医師派遣等が行われている常勤の医師数が２０人以上の場合を

１とし、５人増える毎に１を加え、６５人以上の場合を１０とする。 

（中略） 

(ｵ) (ｲ)にいう「当該都道府県の募集定員の上限」とは、以下の計算式により算出

した数値をいう。 

Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ 

Ｂ 

Ｃ 



Ｄ：次のＤ１とＤ２のうちの多い方の数値 

 

Ｄ１：全国の研修医の総数 ×  

 

Ｄ２：全国の研修医の総数 ×  

 

Ｅ：１００平方ｋｍ当たりの医師数が全国の中央値よりも少ない県について

はＤに０．１を乗じた数値とし、１００平方ｋｍ当たりの医師数が３０未

満の道県についてはＤに０．２を乗じた数値 

 

Ｆ：Ｄ ×  

 

（中略） 

22 地域における研修医の募集定員の調整 

(1) 地域における臨床研修病院群の形成を促進するため、都道府県は、管轄する地域にお

ける各病院の研修医の募集定員について、各病院の研修医の受入実績、地域の実情等を

勘案して必要な調整を行うことができること。ただし、以下のア及びイを満たさなけれ

ばならないこと。 

ア 調整した後の管轄地域の病院の募集定員の合計が都道府県の募集定員の上限の値

（Ｂ）を超えない範囲内の調整であること。ただし、前述５の(1)ス(ｲ)によって算出

された臨床研修病院及び大学病院の募集定員の合計（Ｃ）が都道府県の募集定員の上

限（Ｂ）の値を超えている場合は、当該募集定員の合計を超えない範囲内の調整であ

ること。 

イ 募集定員の調整を受ける臨床研修病院及び大学病院の同意が得られていること。 

(2) 地域における研修医の募集定員の調整を円滑に行うことができるよう、都道府県は、

前述５の(1)スにより算出された各病院の研修医の募集定員について、管轄する地方厚

生局から情報提供を受けることができること。 

（中略） 

 (4) 都道府県が募集定員の調整を行わない場合、各病院の研修医の募集定員は前述５の(1) 

ス(ｱ)又は(ｲ)の数値を超えないものとすること。 

 

第３ 当面の取扱い 

１ 趣旨 

医師臨床研修制度の実施に伴い、医療機関において医師の確保が困難となる可能性

など、地域医療に与える影響を懸念する指摘があることから、当分の間は臨床研修病

院の指定基準について以下の取扱いとするものであること。ただし、後述の３及び４

については、平成２３年３月３１日までの取扱いとし、その後の取扱いについては臨

床研修の実施状況、地域医療への影響等を踏まえて定めるものであること。 

（中略） 

当該都道府県の人口 

全国の総人口 

 当該都道府県内の大学医学部の入学定員の合計 

全国の大学医学部の入学定員の合計 

離島人口×５ 

当該都道府県の人口 



３ 臨床研修病院の募集定員について 

(1) 臨床研修病院の募集定員については、前述第２の５（１）スにかかわらず、前述第 

２の５（１）ス(ｱ)、(ｲ)の数値と平成２２年度から研修を開始する予定であった研

修内定者の実績のいずれかを超えないこととすること。ただし、前述第２の 22 に

より都道府県が研修医の募集定員を調整した場合には、都道府県が調整した募集定

員とすること。 

（中略） 

４ 都道府県の募集定員の上限について 

前述第２の５（１）ス(ｵ)に基づいて算出した都道府県の募集定員の上限の値が当該

都道府県内の研修医の受入実績よりも１０％以上少ない場合には、前述第２の５（１）

ス(ｵ)にかかわらず、都道府県の募集定員の上限の値を当該都道府県内の研修医の受入

実績に０．９を乗じて得た数値（小数点以下の端数は切り上げ）とすること。 


